
 

議案第６号 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

  令和３年１１月２６日提出   

大網白里市長  金 坂  昌 典   
 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」

に、「１００分の７２．５」を「１００分の６２．５」に改める。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第１８条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改

め、同条第３項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「１

００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

 （大網白里市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 大網白里市任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１１２．５」に、

「１００分の１６７．５」を「１００分の１５７．５」に改める。 

第４条 大網白里市任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  第８条第２項中「１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に、「１

００分の１５７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 （大網白里市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第５条 大網白里市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第



 

１５号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項及び第２８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１０

０分の１２０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１２月１日から施行する。ただし、第２条、第４条

及び第５条の規定は、令和４年４月１日から施行する。 

（規則への委任） 

２ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 


